
福井市社会福祉審議会条例 

 

平成３０年１２月１８日 

条例第４４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」とい

う。）第７条第１項の審議会その他の合議制の機関に関し、法及び社会福祉

法施行令（昭和３３年政令第１８５号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（名称） 

第２条 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井市社会福祉審議会

（以下「審議会」という。）とする。 

（調査審議事項） 

第３条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 法第７条第１項に規定する社会福祉に関する事項 

(2) 法第１２条第１項に規定する児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項 

(3) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項各号

に掲げる事項 

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第１７条第３項、第２１条第２項及び第２

２条第２項に関する事項 

(5) こども基本法（令和4年法律第77号）第2条第2項に規定するこども施策の

推進並びに同法第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び変更に

関する事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉について市長が必要と認める事項 

（委員の任期） 

第４条 審議会の委員の任期は、３年とする。ただし、当該委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 審議会の委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 

第５条 審議会に、法第９条第１項の特別の事項（以下「特別の事項」とい



う。）を調査審議するため、臨時委員を置く。 

（委員長の職務代理者） 

第６条 審議会の委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あら

かじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長は、委員の

４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招

集しなければならない。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員長は、審議会の議長となり、会務を総理する。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

５ 特別の事項について会議を開き、議事を決する場合における第２項及び前

項の規定の適用については、臨時委員は、委員とみなす。 

（専門分科会の組織等） 

第８条 審議会に、社会福祉における専門的な事項を調査審議するため、次に

掲げる専門分科会を置く。 

名称 担任事務 

民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関すること。 

障がい者福祉専門分科会 法第１１条第１項の規定により身体障害者福祉専門部会が

調査審議することとされている身体障がい者の福祉に関す

ること及び障がい者の福祉に関すること。 

高齢者福祉専門分科会 高齢者の福祉に関すること。 

こども専門分科会 法第１２条第１項において読み替えて適用する法第１１条

第１項の規定により児童福祉専門分科会が調査審議するこ

ととされている児童福祉に関すること及びこどもに関する

施策、計画等に関すること。 

地域福祉専門分科会 地域福祉の推進に関すること。 

２ 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この条におい

て同じ。）に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

３ 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委



員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

４ 専門分科会長は、その専門分科会の会務を掌理する。 

５ 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あら

かじめ専門分科会長が指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

６ 各専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。 

（民生委員審査専門分科会への準用） 

第９条 前条第３項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。こ

の場合において、同項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み

替えるものとする。 

２ 前項において準用する前条第３項の規定により民生委員審査専門分科会に

置かれる専門分科会長については、同条第４項及び第５項の規定を準用す

る。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」

と読み替えるものとする。 

（審査部会） 

第１０条 社会福祉法施行令第３条第１項の審査部会においては、身体障害者

の障害程度の審査に関する事項のほか、別に定める事項を調査審議すること

ができるものとする。この場合において、審議会は、当該事項に関して諮問

を受けたときは、当該審査部会の決議をもって審議会の決議とすることがで

きる。 

（意見の聴取等） 

第１１条 審議会は、調査審議のために必要があると認めるときは、他の専門

機関に意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委員の守秘義務） 

第１２条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、また、同様とする。 

（庶務） 

第１３条 審議会の庶務は、福祉健康部において処理する。 

（その他） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

委員長が審議会に諮って定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日において、次項による改正前の福井市附属機関

設置条例第２条に規定する福井市障害者施策推進協議会の委員である者は、

この条例の施行の日に法第８条の規定により任命された委員とみなす。この

場合において、当該委員は、第８条第１項の障がい者福祉専門分科会に属す

るものとする。 

（福井市附属機関設置条例の一部改正） 

３ 福井市附属機関設置条例（平成１０年福井市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和４年３月２３日条例第４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２２日条例第２０号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月１９日条例第２６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


